
環境に配慮した船舶に対するインセンティブ制度（概要） 

土木部港湾課 

LNG を燃料とする船舶に対するインセンティブ 

１ 対象船舶 

・LNG を燃料とする船舶で姫路港･東播磨港･尼崎西宮芦屋港に入港する船舶 

２ インセンティブの内容 

・入港料 100％減免 

３ 開始日時 

・令和 8年 4月 1日～（日本時間） 

 

ESI またはグリーンアウォード財団の認証をもつ船舶に対するインセンティブ 

１ 対象船舶 

・ESI 登録船スコア 30以上で姫路港･東播磨港･尼崎西宮芦屋港に入港する船

舶 

・グリーンアウォード財団の認証を取得しており、姫路港･東播磨港･尼崎 

西宮芦屋港に入港する船舶 

２ インセンティブの内容 

・入港料 15％減免 

３ 開始日時 

・令和 8年 4月 1日～（日本時間） 

 

 

 

 

● 制度に関するお問合せ先 

兵庫県 土木部 港湾課 港湾計画班 078-362-9272 

● 手続に関するお問合せ先 

（姫路港）姫路港管理事務所 業務管理課 079-235-0177 

（東播磨港）加古川土木事務所 管理第２課 079-421-9359 

（尼崎西宮芦屋港）尼崎港管理事務所 業務管理課 06-6412-1362 



LNG を燃料とする船舶等に対するインセンティブ    

IMO（国際海事機関）による船舶からの排出ガス規制の強化に伴い、新たな船舶燃料とし

て、従来の重油と比べ環境負荷の小さい LNG（液化天然ガス）への転換が進められてお

り、LNG を燃料とする船舶が増加している。 

 また、本県では、姫路港・東播磨港港湾脱炭素化推進計画を令和 6年 12 月に策定し、港

湾の脱炭素化を促進するカーボンニュートラルポートの形成を推進していることから、港

湾における脱炭素化に資する船舶へのインセンティブとして、入港料の減免を当面実施す

る。 

 

１ 対象船舶 

姫路港・東播磨港・尼崎西宮芦屋港に入港する下記の船舶 

・LNG を燃料とする船舶（以降、「LNG 燃料船」。） 

   ※デュアルフューエルエンジン等による運航船は除く。 

    

２ 減免率 

・入港料 100％減免 

 

３ 必要書類 

 ・入港届 

・入港料免除申請書 

・①～③のうち、いずれかの証書の写し ※別紙の赤枠箇所に、枠囲みもしくはマーカー 

     ①貨物船安全証書（第 5号様式※1） 

②貨物船安全構造証書（第 2号様式※1） 

③旅客船安全証書（第 1 号様式※1） 

※1海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第 2 条に規定 

 

４ 注意事項 

 ・100％減免のため、100％を超える重複適用は実施しない。 

・有効期間を過ぎた証書（基準は日本時間）の場合、減免対象外とする。 

 

 

 

 

 

 



確 認 書 類 に つ い て ( 貨 物 船 安 全 証 書 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※赤枠箇所に、枠囲み 

もしくはマーカーをして 

提出のこと 

別紙 



確 認 書 類 に つ い て ( 貨 物 船 安 全 構 造 証 書 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

※赤枠箇所に、枠囲み 

もしくはマーカーをして 

提出のこと 



確 認 書 類 に つ い て ( 旅 客 船 安 全 証 書 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

※赤枠箇所に、枠囲み 

もしくはマーカーをして 

提出のこと 



環境に配慮した船舶に対するインセンティブ    

国際港湾協会（IAPH）が運営する WPSP（World Port Sustainability Program）が認証

した船舶の ESI（Environmental Ship Index）値が 30 以上や、グリーンアウォード・プロ

グラムの認証船舶の、環境に配慮した船舶へのインセンティブとして、入港料の減免を当

面実施する。 

 

１ 対象船舶 

姫路港・東播磨港・尼崎西宮芦屋港に入港する下記のいずれかの船舶 

・ESI 登録船スコア 30 以上の船舶 

・グリーンアウォード・プログラムの認証船舶 

 

２ 減免率 

 ・入港料 15％減免 

 

３ 必要書類 

 ・入港届 

・入港料免除申請書 

・①～②のうち、いずれかの証書の写し 

①ESI の制度運営者が発行する証書(Certificate)で、ESI 登録船スコア 30 以上

が確認できるもの 

②グリーンアウォードの制度運営者が発行する証書(Certificate） 

 

４ 注意事項 

 ・認証期限を過ぎた証書（Certificate）は減免対象外とする（基準は日本時間）。 

 ・他のインセンティブと重複した場合、100％を超える減免は実施しない。 

 

（参考）ESI プログラム 

国際港湾協会（IAPH）主導のもと、世界の港湾が環境対策に取り組むプログラムであ

る。国際海事機関（IMO）が定める船舶からの排気ガスに関する規制基準よりも環境性能に

優れた船舶に対して入港料減免等のインセンティブを与える環境対策促進プログラムで、

船社による自主的な環境への取組みを促す枠組みが特徴。船舶からの大気汚染物質（NOX、

SOX、CO2）等の環境負荷の排出性能を、IAPH が船舶ごとに評価し、環境船舶指数（ESI スコ

ア）として認証している。参加港湾等は ESI スコアに応じて、入港料の減免などのインセ

ンティブを与えることで環境負荷の少ない船舶の入港を促進し、港湾地域での大気環境の

改善や地球規模での GHG 削減等を図る。 



（参考）グリーンアウォード・プログラム 

グリーンアウォード財団が世界的に取り組んでおり、安全で環境にやさしい船舶を認証

し、認証船に優遇措置を与えることにより、船舶・船員の質を向上させ、海洋環境の保護

をめざすことを目的とするプログラムである。 

環境負荷低減や安全運航に寄与する優良船舶を財団が認証し、その趣旨に賛同する港湾

管理者・一般企業等がプログラムに参加して認証船舶にインセンティブを与えることで、

船舶・船員の質を向上させ、海洋環境の保護をめざす。 

 

 

  



入 港 料 免 除 申 請 書 の 記 入 方 法    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.入港料減免申請書は、以下よりダウンロード可能です。 

 入港料減免申請書 PDF Word 

  

２.申請書の「理由」欄について 

 「環境に配慮した船舶で入港するため」と記載した上で、 

  以下のいずれかを記載してください。 ※証明書類を添付すること。 

  ⑴ グリーンアウォード・プログラムの認証船舶 

⑵ WPSP が認証した船舶の ESI 値が 30 以上の船舶  

⑶ LNG を燃料とする船舶 

http://cms2021.hyogo.local/cms8341/ks17/documents/nyuukouryoumennjosinnseisyopdf.pdf
http://cms2021.hyogo.local/cms8341/ks17/documents/nyuukouryoumennjosinnseisyoword.doc

